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7 その他の手続き等 

  （7）土地区画整理事業に関する税制上の特例 

フロー 内容 

 

用地の先行取得 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画の決定 

 

 

 

事業計画の決定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仮換地の指定、 

使用収益の停止 

 

 

 

 

 

 

 

 

・  個人又は組合施行土地区画整理事業において、一定の宅地造成を行う

個人又は法人に対し土地等を譲渡した場合の譲渡取得税の軽減 

（1,500 万円控除）（租特§34 の 2、65 の 4） 

・  優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得課

税の軽減（租特§31 の 2、62 の 3） 

・  公共団体等施行土地区画整理事業のために土地等を譲渡した場合の譲

渡所得課税の軽減（2,000 万円控除）（租特§34、65 の 3） 

 

・  大都市法、拠点都市法による促進区域内の土地の買取りの対価に係る

譲渡所得課税の軽減（1,500 万円控除）（租特§34 の 2、65 の 4） 

 

 

・  事業施行のための代位登記に係る登録免許税の非課税（登法§5） 

・  減価補償金を交付すべきこととなる場合において公共施設充当用地と

して土地等を譲渡した場合の譲渡所得課税の軽減 

（代替資産取得の特例 又は 5,000 万円控除） 

（租特§33、34 の 4、64、64 の 2、65 の 2） 

・  土地区画整理事業により特定市街化区域農地の計画的宅地化を図る場

合の固定資産税及び都市計画税の納税義務の免除等（地附§29の 5） 

・  地区整備計画等が策定され、かつ土地区画整理事業が行われる区域内

の特定市街化区域農地に係る固定資産税及び都市計画税の減額 

・ （地附§29 の 6） 

 

・  個人施行又は業務代行方式による組合施行により土地区画整理事業を

実施する優良宅地造成事業者の施行地区内に有する棚卸資産である土地

に係る地価税の軽減（地価税 5分の 1特例）（租特§71の 7） 

→（当分の間、凍結） 

 

 

・  仮換地指定後 3 年以内に、一定の住宅建設を行う個人又は法人に対し

て土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得課税の軽減 

（租特§31 の 2、62 の 3） 

・  仮換地及び保留地予定地に係る固定資産税及び特別土地保有税の課税

対象者の特例（地方§343、585） 

・  仮換地、保留地予定地又は参加組合員取得予定地を取得した場合の不

動産取得税のみなす取得の特例（地方§73の 2） 

・  仮換地の指定があった場合の地価税の課税価格の計算の特例 

（地価§20）→（当分の間、凍結） 

 

 

 

 



 

フロー 内容 

 

建築物等の移転

又は除去 

 

 

 

換 地 処 分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

換地処分に伴う 

登     記 

 

 

 

清算金の徴収交

付、減価補償金の

交付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宅地の分譲 

・  建築物等の移転補償費についての総収入金額不算入（所得§44） 

・  建築物等の除却（対価）補償費についての譲渡所得課税の軽減 

（代替資産取得の特例又は、5,000 万円控除） 

（租特§33、33 の 4、64、64 の 2、65 の 2） 

 

 

・  換地処分による従前地の譲渡についての譲渡所得に係る所得税等の課

税の特例（租特§33 の 3、33 の 6、65） 

・  換地処分による従前地の譲渡についての事業所得等に係る所得税等の

課税の特例（租特§28の 4、28 の 5、33 の 3、63、63 の 2、65） 

・  換地処分による換地の取得及び施行者の保留地（大都市法、拠点都市法

による同意保留地を含む）の取得に対する不動産取得税、特別土地保有税

の非課税（地方§73 の 6、587） 

・  換地又は保留地に係る固定資産税の課税対象者の特例（地方§343） 

 

 

・  換地処分に伴う登記に係る登録免許税の非課税（登法§5） 

・  事業の施行に伴う地番変更の登記に係る登録免許税の非課税 

（登法§5） 

 

 

・  清算金及び減価補償金に係る譲渡所得税の軽減 

（代替資産取得の特例又は 5,000 万円控除） 

（租特§33、33 の 4、64、65 の 2、65 の 4） 

・  組合又は公共団体等施行の土地区画整理事業で、既存不適格建築物等

の存する一定の宅地について換地不交付とされた場合の清算金に係る譲

渡所得課税の軽減（1,500 万円控除）（租特§34の 2、65 の 4） 

・  大都市法、拠点都市法による同意保留地の対価に係る譲渡取得課税の

軽減（1,500 万円控除）（租特§34 の 2、65 の 4） 

・  過小宅地として換地不交付とされた場合に取得する代替不動産に係る

不動産取得税の課税標準の特例（地方§73の 14） 

・  換地処分に伴い特別勘定を設けた場合の特例（租特§65） 

 

 

・  優良住宅の分譲について事業所得等に係る所得税の特例 

（租特§28 の 4、28 の 5、63、63 の 2） 

・  宅地開発税の免除（地方§703 の 3） 

・  施行地区内の利便施設等の用に供する土地の取得に係る特別土地保有

税の非課税（地方§586） 

 地区画整理組合は、所得税、法 税、住 税、事業税、地価税、印紙税について 課税である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


